
弁護団より（清田美夏弁護士） 

～裁判長にすべてが伝わるように～ 

現在、陳述書の提出が大詰めを迎えており、今

回の期日でも、陳述書が提出される予定です。 

陳述書には、避難に至った経緯、損害の内容、

被災者や滞在者の方々の思いなどが記載されてい

ます。陳述書は、今後行われる尋問の基礎となる

ものであり、裁判所に被害の大きさや被災者の

方々の生の声を伝える大切な手段となります。 

陳述書に記載された事実は、主に、避難により

生じた損害、原発事故と損害の間に因果関係があ

るかどうかという点に大きく関わっており、大変

重要です。 

弁護団も、陳述書を作成する中で、原告の方々

の思い、直面された困難や苦労に触れ、あらため

てその被害の大きさを感じております。 

来年の３月で震災が起きてから８年を迎えま

す。一つの節目を迎えるにあたり、弁護団は、今

後も、原告の方々、支援者の方々とともに引き続

き真摯に訴訟に取り組んでいきたいと思っており

ます。皆様、どうかご支援のほど宜しくお願いい

たします。 

 

 

 

 

加害企業である東京電力は刑事裁判でも無責任な態度。被害者への責任を果たしてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 12日(水)13：15集合 
14:00～神戸地方裁判所101法廷 

 

第 27回期日 

ぽかぽか★サポートチーム（原発賠償ひょうご訴訟）事務局発行 http://pokapoka-hyogo.weebly.com/  

兵庫県原発被災者支援弁護団 事務局  

神戸合同法律事務所 弁護士 辰巳 裕規 

住所:〒650-0044 

兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目３−３ 

電話: 078-371-0171  Fax: 078-371-0175 

http://hinansha-hyogo.social-action.net/ 

 

今後の期日予定 

2019 年 3 月 8日(金)15時 00分 

(集合 14時 15分)101法廷 

閉廷後 報告集会 
あすてっぷ神戸（裁判所西側） 

（終了予定 16:00ごろ） 

 

所持品検査がありますので集合は正門前、

集合後、原告団行進となります 

NO.25 
2018.11 月 

 

原告より   

～支援の方々に感謝、 

一緒にがんばります～ 

震災から７年が経過し、宝塚の地に本格的に

避難して来ておよそ６年になります。私だけな

ぜ一人で避難しないといけないのと話していた

娘も中学生になり避難先で自分の生活を送って

います。 

改めてこれまでのことを振り返ると、経済的

な状況や夫の病気等、大変なことも数多くあり

ましたが，それ以上に NPOの方々、近隣の

方々、宝塚市の関係者，夫の入院先の病院関係

者、等、沢山の方々にご支援をいただいたこと

が今でも心に強く残っています。現在も沢山の

方々に暖かいご支援をいただいており、本当に

感謝の気持ちでいっぱいです。 

避難後これまで支えてくれていた夫が亡くな

り辛い思いもしましたが、夫も応援してくれて

いた裁判ですので、これからも他の原告や支援

者の方々、弁護団の先生方と一緒に頑張ってい

きたいと思います。そして、この裁判を通じて

避難の権利を勝ち取り、国には今後起こりえる

災害に備えて避難者に寄り添った法整備を行っ

てもらいたいと切に願います。 

通信 
これは、東京電力福島第１原発事故でかけがえのない「あたり前の日常」を破壊された被害者が、完全賠償だけでなく医

療的措置を含めた十分な恒久的補償制度を確立させ、憲法上の自己決定を尊重する「避難する権利」を勝ち取り、東電の

過失責任とそれを放置してきた国の責任を明確にすることを通じて、地球上で二度と同じような惨事を繰り返させない安

心できる社会を実現して、「子どもたちの未来」を取り戻すことを求めている集団訴訟です。 

第一次訴訟（2013年 9月）18世帯 54人、第二次訴訟(201４年 3月)11世帯 29人、第三次訴訟(2015年 3月)5 世帯 9人、

合計で 34世帯 92 人です。 

 

ぽ か ぽ か 

いつもより 1時間遅い開始です 

http://livedoor.blogimg.jp/fumira/imgs/6/9/69978909.jpg


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ぽかぽか★サポートチーム 
原発賠償ひょうご訴訟 

入会のご案内 2018.11 

 

全国の裁判にも注目してください！ 

＊関西訴訟  @大阪地裁 
２月 21日(水) 開廷時間 14時 

13時 00分～13時 15分 抽選券配布 

＊京都訴訟  @大阪高裁 
  12月 14日（金）開廷時間 10時 30分 

●判決を迎える裁判 

      2月 20日(水)…かながわ訴訟 

３月 14日(木)…千葉訴訟(２陣) 

３月 26日(火)…えひめ訴訟 

 

ぽかぽかサポーターから           

仕事の都合がつく限り裁判の傍聴に行くようにしていますが、サポーターというよりも原告の皆さまには助

けていただくばかりの私です。脱原発の仲間たちと毎年 3 月 11 日や月に一度、三宮のマルイ前で脱原発街頭

アピールをしていますので、兵庫県や関西地域にも多くの避難者の方がいることを知ってもらいたいと、原告

の方に街頭でアピールをしてもらったり、また昨年はイギリスで開催された緑の党世界大会にて原告のおひと

りをお招きして、スピーチをしてもらったりしました。神戸在住ですので、若狭湾の原発群や西に位置する伊

方原発、川内原発が事故を起こせば、私もあっという間に避難者となるでしょう。避難生活の上に国や東電を

相手とした裁判はほんとうにたいへんだと思います。私が避難者になったらそれほどの根性はないかもしれま

せん。原告の方たちの強い思いと行動力に深く感謝し、微力ながらも一緒に闘っているつもりで、これからも

活動を続けていきたいと思っています。 

カンパは傍聴支援、報告集会の会場代、 

チラシなどの印刷物、交流会費用、宣伝

物、全国の裁判協力などに使わせてい

ただいています。 

右のアドレスにメールをする。(携帯メールでも可) 

ML 上のお名前公開の可否を書いてください pokapoka-hyogo@freeml.com 

りそな銀行 西宮北口支店 普通 １３９０４６７ 

ぽかぽかサポートチーム 

ぽかぽか★サポートチーム 
尼崎市潮江 1-3-30KDI ビル 4 階 

事務局（松本理花）080-1458-5327 

http://pokapoka-hyogo.weebly.com/ 
フェイスブック（ぽかぽかサポートチーム） 

ツイッター（@pokapokahyogo） 

 

 
 

 

  
 

期日前街頭宣伝お手伝いください 

１２月１2日(水)12時 30分～13時 

JR神戸駅北側で 

ぽかぽか通信を配布します 

原告も、弁護士も、訴えます！ 

なぜ、避難が必要か！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓日本政府には、子供らの被ばくを可能な限り避け、最小

限に抑える義務がある。 

✓年間 20mSv 以下を避難解除の１つとしているが、これ

までの年間 1mSv以下が適切である。 

✓無償住宅供与などの公的支援の打ち切りが、自主避難

者らにとって帰還を強いる圧力となっている。 

国連人権理事会で有害物質の管理・処分などを担当する

トゥンジャク特別報告者は 10月 25日、東京電力福島

第一原発事故で避難した子どもや出産年齢の女性につい

て、事故前に安全とされた被ばく線量を上回る地域への

帰還を見合わせるよう、日本政府に要請する声明を発表

しました。 

最近の報道… 

国策で原子力政策を推進してきた

政府にはひとりひとりの国民の

人権を尊重する義務がある 

mailto:pokapoka-hyogo@freeml.com
http://pokapoka-hyogo.weebly.com/

